
　
こ
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
人
は
、日
本
国
民
で
次
の
二

つ
の
要
件
を
み
た
し
、 
須
崎
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
る
方
で
す
。

一
、 

年
齢
要
件

　
投
票
日（
７
月
20
日
） 

現
在
で
満
18
歳
以
上
の
方（
平
成

19
年
７
月
21
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

二
、 

住
所
要
件

　
登
録
基
準
日（
７
月
２
日
））現
在
で
須
崎
市
に
住
所
を
有

し
、 

住
民
基
本
台
帳
の
届
出
を
し
て
引
き
続
き
3
カ
月
以

上
経
過
し
て
い
る
方
。（
令
和
７
年
４
月
２
日
ま
で
に
届
出

を
済
ま
せ
て
い
る
方
）

●
須
崎
市
か
ら
他
の
市
区
町
村
へ
転
出
し
て
3
カ
月
未
満

の
方
は
、転
出
前
住
所
地（
須
崎
市
）の
投
票
所
で
投
票
で

き
ま
す
。

●
須
崎
市
に
転
入
し
て
3
カ
月
未
満
の
方
は
、選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
前
住
所
地
の
市
区
町
村
で
投
票
し

て
く
だ
さ
い
。

●
６
月
24
日
以
降
に
須
崎
市
内
で
住
所
移
転
届
出
さ
れ
た

場
合
は
、移
転
前
の
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

㊟
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
公
示

日
以
降
に「
投
票
所
入
場
券
」を
郵
送
し
ま
す
。 

入
場
券
を

持
参
し
て
い
な
く
て
も
投
票
は
で
き
ま
す
の
で
、 

受
付
に
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
、レ
ジ
ャ
ー
、冠
婚
葬
祭
等
の
用

務
が
あ
る
な
ど
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る

方
は
、期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。宣
誓
書
に
必
要
事
項
を

記
入
す
る
と
、投
票
用
紙
が
交
付
さ
れ
ま
す
の
で
、投
票
記

載
台
で
投
票
用
紙
に
記
入
し
、直
接
投
票
箱
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
投
票
日
間
近
に
な
り
ま
す
と
混
雑
し
ま
す
の
で
、早
め
に

済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　
目
の
不
自
由
な
方
で
、点
字
投
票
を
希
望
さ
れ
る
方
は
投

票
所
の
受
付
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
任
期
満
了
に
伴
う
第
27
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
が

7
月
3
日（
木
）に
公
示
さ
れ
、7
月
20
日（
日
）に
投
票
が
行

わ
れ
ま
す
。

　
参
議
院
は
、衆
議
院
と
と
も
に
国
政
上
重
要
な
役
割
を
果

た
す
も
の
で
あ
り
、今
回
の
通
常
選
挙
は
、そ
の
議
員
の
半

数
を
改
選
す
る
選
挙
で
す
。今
後
の
日
本
の
進
路
を
方
向
づ

け
る
大
切
な
選
挙
で
す
。み
ん
な
で
参
加
し
、明
る
い
き
れ
い

な
選
挙
を
し
ま
し
ょ
う
。

7月20日（日） 参議院議員通常選挙投票日

●
仕
事
や
旅
行
な
ど
で
、選
挙
期
間
中
、名
簿
登
録
地
以
外

の
市
区
町
村
に
滞
在
し
て
い
る
方
は
、滞
在
先
の
市
区
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

●
指
定
病
院
、指
定
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
不
在
者
投
票
施
設

に
指
定
さ
れ
た
施
設
に
入
院
、入
所
中
で
あ
れ
ば
、そ
の

施
設
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。手
続
き
に
つ
い
て
は

施
設
の
担
当
者
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
須
崎
市
内
の
指
定
さ
れ
た
施
設
】

　
高
陵
病
院・ネ
オ
リ
ゾ
ー
ト
ち
ひ
ろ
病
院・一
陽
病
院・須

崎
く
ろ
し
お
病
院・介
護
医
療
院
ち
ひ
ろ・介
護
老
人
保

健
施
設
暖
流・特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
清
流
荘

●
選
挙
期
日
に
は
18
歳
を
迎
え
る
が
選
挙
期
日
前
に
お
い
て

未
だ
17
歳
で
あ
り
選
挙
権
を
有
し
な
い
方
に
つ
い
て
は
、期

日
前
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、例
外
的
に
名

簿
登
録
地
の
市
区
町
村
に
お
い
て
不
在
者
投
票
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
身
体
に
重
い
障
害
が
あ
り
投
票
に
行
け
な
い
方
が
、自
宅

等
で
投
票
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者
は
左
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
に
な
り
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ
方
で
、両
下
肢
、体
幹
、移
動
機

能
の
障
害
の
程
度
が
1
級
又
は
2
級
で
あ
る
方
、心
臓
、

じ
ん
臓
、呼
吸
器
、ぼ
う
こ
う
、直
腸
、小
腸
の
障
害
の
程

度
が
1
級
又
は
3
級
で
あ
る
方
、免
疫
、肝
臓
の
障
害
の

程
度
が
1
級
か
ら
3
級
で
あ
る
方
。

②
戦
傷
病
者
手
帳
を
持
つ
方
で
、両
下
肢
、体
幹
の
障
害
の
程

度
が
特
別
項
症
か
ら
第
2
項
症
ま
で
で
あ
る
方
、心
臓
、

じ
ん
臓
、呼
吸
器
、ぼ
う
こ
う
、直
腸
、小
腸
、肝
臓
の
障
害

の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第
３
項
症
ま
で
で
あ
る
方
。

③
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
の
要
介
護
状
態
区
分
が「
要

介
護
５
」と
記
載
さ
れ
て
い
る
方
。

　
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

で
、次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
方
は
、代
理
人
に
投
票

に
関
す
る
記
載
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ
方
で
、上
肢
、視
覚
の
障
害
の

程
度
が
１
級
で
あ
る
方

②
戦
傷
病
者
手
帳
を
持
つ
方
で
、上
肢
、視
覚
の
障
害
の
程

度
が
特
別
項
症
か
ら
第
２
項
症
ま
で
で
あ
る
方

　
な
お
、郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
す
る
に
は「
郵
便

等
投
票
証
明
書
」が
必
要
で
す
。申
請
手
続
き
に
つ
い
て
は

選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
用
紙
等
の
交
付
請
求
は
、

投
票
日
の
４
日
前（
７
月
16
日（
水
））ま
で
で
す
。お
早
め
に

ご
請
求
く
だ
さ
い
。

【
投
票
場
所
】須
崎
市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室（
市
役
所
１
階
）

　
【
期
間
】令
和
７
年
７
月
４
日（
金
）〜
７
月
19
日（
土
）

　
【
時
間
】午
前
8
時
30
分
〜
午
後
8
時

【
投
票
場
所
】マ
ル
ナ
カ
須
崎
店（
フ
ー
ド
コ
ー
ト
内
）

　
【
期
間
】令
和
７
年
７
月
19
日（
土
）の
み

　
【
時
間
】午
前
９
時
〜
午
後
６
時

代
理
記
載
制
度

期
日
前
投
票
は
お
早
め
に

不
在
者
投
票
制
度

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度

点
字
投
票

投
票
で
き
る
人

須
崎
市
選
挙
管
理
委
員
会 

須
崎
市
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会

須
崎
市
山
手
町
１
番
７
号　
連
絡
先・お
問
い
合
わ
せ 

☎
４
２
| 

６
３
９
１



第 1 投票区
第 2 投票区
第 3 投票区
第 4 投票区
第 5 投票区
第 6 投票区
第 7 投票区
第 8 投票区
第 9 投票区
第10投票区
第11投票区
第12投票区
第13投票区
第14投票区
第15投票区
第16投票区
第17投票区
第18投票区
第19投票区
第20投票区
第21投票区
第22投票区
第23投票区
第24投票区
第25投票区
第26投票区

第28投票区
第29投票区
第30投票区
第31投票区
第32投票区
第33投票区
第34投票区
第35投票区
第36投票区
第37投票区
第38投票区
第39投票区
第40投票区
第41投票区
第42投票区

第27投票区

落合集会所
上分交流会館(上分公民館)
笹野消防コミュニティセンター
市民文化会館
交流ひろばすさき（須崎公民館）
須崎小学校南校舎
池ノ内部落中央集会所
人権交流センター
西栄会館
新荘公民館
中氏公会堂
安和市民交流会館
多ノ郷公民館
多ノ郷体育センター
多ノ郷市営住宅集会所
多ノ郷老人憩の家
多ノ郷アッセンブリーハウス
神田公民館
押岡集会所
桜川改良住宅集会所
久通交流会館 「凪の里」 
串ノ浦公会堂
南小中学校
須賀神社大谷花取保存会館
中ノ島地区集会所
尾殿集会所
 

東組公会堂
桑田山消防コミュニティセンター
中ノ浦消防コミュニティセンター　 
大浦公民館
浦ノ内市民交流会館(浦ノ内公民館)
立目公民館
出見公民館
深浦集会所 希海の里
灰方消防コミュニティセンター
下中山公会堂
福良集会所
池ノ浦漁民センター
須ノ浦公会堂
鳴無公会堂
坂内公会堂

吾桑交流会館(吾桑公民館)

上分甲（樽）、上分乙（落合・下依包・上依包）、上分丙（遅越）
上分甲（古川）、上分乙（伊才野）、上分丙（寺尾・首永・日ノ川・平野・道ノ川・桧生）
上分甲（夫領・笹野・川西・上横川・下横川）
港町、原町1丁目・2丁目、新町1丁目・2丁目、青木町、浜町1丁目・2丁目
東古市町、西古市町、南古市町、中町1丁目・2丁目
鍛治町、東糺町、西糺町、池ノ内（西糺町）、須崎（西糺町）
池ノ内（池ノ内1区・池ノ内2区［980番地1、1142番地1を除く］・池山）
横町、栄町、幸町、泉町、池ノ内2区［980番地1・1142番地1］
西町1丁目・2丁目
下分甲（岡本1区・2区）、下分乙（角谷・長竹）
下分甲（坂ノ川上・坂ノ川下・波介・上高保木）、下郷（下郷・中氏）
安和（南・中ノ川内・本谷・沖・領久）
大間西町、大間東町、山手町、大間本町、潮田町・多ノ郷甲（大間西町・大間本町・大間東町・山手町・矢羽田）
多ノ郷甲（正ノ岡・東川内・岩永・赤崎町）、赤崎町、緑町
多ノ郷甲（東川内団地）
多ノ郷甲（和田・田ノ地・宮ノ下・宮ノ中・宮ノ上・堂ヶ奈路・中ノ川内）、桑田山乙（西生・竹ノ川）
妙見町、土崎町、西崎町、神田（妙見町・押岡）
神田（飛田・轟・神田・神田和田）
押岡（押岡下・押岡中・押岡上）
桜川改良住宅、県住桜川団地、神田（寺崎・桐間）、押岡（押岡下）
久通
多ノ郷乙（串ノ浦・箕越）
大谷（勢井・駿岐）、野見（野見東・野見中・野見西）
大谷（宮ノ西・宮ノ東・河原）
大谷（島）、野見（島）
吾井郷甲（畔ノ川・為貞）、吾井郷乙（尾殿・下村・岩永）

桑田山甲（東組）
桑田山乙（下組・上組）
浦ノ内西分（菅・中ノ谷・北浦・土取・大星）、浦ノ内東分（菅）
浦ノ内西分（切畑・馬路・刈谷・谷・山崎・天神・長万）、浦ノ内東分（天神・清水）
浦ノ内東分（中平・戸波浦・横浪・大島）、浦ノ内西分（大島）、浦ノ内立目摺木（摺木）
浦ノ内立目摺木（立目）
浦ノ内出見（出見）
浦ノ内塩間（深浦、塩間）、浦ノ内灰方（深浦）
浦ノ内灰方（灰方・埋立）
浦ノ内下中山（下中山・明徳）、浦ノ内今川内（浦場）
浦ノ内今川内（今川内）、浦ノ内福良（福良）
浦ノ内福良（池ノ浦）
浦ノ内須ノ浦（須ノ浦）
浦ノ内東分（鳴無）
浦ノ内東分（坂内）

吾井郷甲（弘岡・国下・小浜上）、吾井郷乙（国上・国下・小浜上・小浜下・鯛ノ川・国山）
桑田山甲（国山・白石・弘岡）、桑田山乙（国山・国下・鯛ノ川・小浜上）

上 分
上 分
上 分
須 崎
須 崎
須 崎
須 崎
須 崎
須 崎
須 崎
須 崎
須 崎
多ノ郷
多ノ郷
多ノ郷
多ノ郷
多ノ郷
多ノ郷
多ノ郷
多ノ郷
多ノ郷
多ノ郷
南
南
南

吾 桑
 

吾 桑
吾 桑
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内
浦ノ内

吾 桑

投票区 地区名投票所名 部落（町）名

投 票 所 一 覧 表

　より多くの市民の皆様が投票しやすくなるよう、『マルナカ須崎店』に期日前投票所を設け
ることといたしました。
　期日前投票所の設置により、投票所に行くことが難しい方や、投票日当日にご都合がつかな
い方々に対し、より多くの投票機会を提供できると考えております。ぜひこの機会を利用し、あ
なたの大切な一票を投じてください

7月20日（日） 参議院議員通常選挙投票日
マルナカ須崎店で期日前投票ができます

投票日（7月20日）の投票時間は午前7時～午後6時です。お間違いのないよう投票所へお越しください。

【場所】 マルナカ須崎店 フードコート内
　　　 （須崎市神田字下切2500-1）
【日時】 ７月19日（土） 午前９時～午後６時

選挙区選挙は
黄色の投票用紙

候補者名を
書いて投票

比例代表選挙は
白色の投票用紙

候補者名又は政党名を
書いて投票

投 票 所 一 覧 表


